
交通事故の示談等で困ったことがあれば、

「交通事故相談所」（TEL：054-202-6000）へ

相談してみませんか？

専門の相談員が、示談の進め方や自動車保険の請求手続等に関する

問題などについて相談に応じます。

毎月第１、２、３木曜日には弁護士相談

も行っていますが、電話相談や相談員によ

る代理相談も可能です。

また、相談員が市や町に出向いて相談

に応じる「巡回交通事故相談」も実施し

ています。


